
令 和 ６ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ） 

（農林水産省大臣官房新事業・食品産業部企画グループ） 

項 目 名 中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の延長 

税 目 
登録免許税（租税特別措置法第 80 条第 3 項、租税特別措置法施行規則
第 30条の 2第 5項） 

要

望

の

内

容

【要望事項】 
適用期限を 2年延長する。（令和 8年 3月 31日まで） 

【制度概要】 
 認定を受けた経営力向上計画に基づいて合併や会社分割等の再編・統合を行
った際に発生する登録免許税を以下のとおり軽減する。 

通常税率 
計画認定による

軽減税率 

不動産の所有権
移転の登記 

合併による移転
の登記 

0.4％ 0.2％ 

分割による移転
の登記 

2.0％ 0.4％ 

その他の原因に
よる移転の登記 

2.0％ 1.6％ 

 平年度の減収見込額   ―  百万円 

(制度自体の減収額) ( ▲17 百万円)

(改 正 増 減 収 額) ( ― 百万円)
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新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

親族以外への事業承継をより一層円滑に行える環境を整備することにより、
経営者の後継者の不在を原因とした廃業を減少させ、優良な経営資源を有する
中小企業・小規模事業者の事業継続を支援し、地域経済の活性化や雇用の維持
を図る。 

 

⑵ 施策の必要性 

平成 29年には、経営者年齢のピークは 60代後半であったが、令和 4年には、
この年齢層（70代前半）の経営者が 3割程度減少した。 

他方で、70 代以上の経営者割合は依然として大きく、コロナ禍や物価高騰等
の急激な経営環境の変化により、事業承継の具体的な検討が遅れている影響が
考えられる。 

加えて、今後事業承継を本格的に検討していく 60 代経営者も、平成 29 年と
同規模存在している。 

このような状況において、平成 30 年に法人向けの事業承継税制が抜本的に拡
充され、平成 31 年に個人事業者向けの事業承継税制が創設されたところ、事業
承継をより一層後押しすべく、第三者への事業承継を促す施策を講じる必要が
ある。  

事業承継にあたり、親族以外に事業承継（事業譲渡や M&A など）し、経営資
源の統合や知見をもった経営者等に事業を引き継ぐことで、サプライチェーン
や地域経済の活力維持、発展につながっているケースも近年見られる。 

本税制措置は平成 30年度税制改正により創設されたものであるが、上記のよ
うな第三者への事業承継をより一層後押しするため、本税制措置の延長が必
要。 

 

 

経済財政運営と改革の基本方針 2023 加速する新しい資本主義～未来への投資
の拡大と構造的賃上げの実現～（令和 5年 6月 16日閣議決定） 

第２章 新しい資本主義の加速 

５．地域・中小企業の活性化（中堅・中小企業の活力向上） 
地域経済を支える中堅・中小企業の活力を向上させ、良質な雇用の創出や経

済の底上げを図る。このため、成長力のある中堅企業の振興や売上高 100 億円
以上の企業など中堅企業への成長を目指す中小企業の振興を行うため、予算・
税制等により、集中支援を行う。具体的には、Ｍ＆Ａや外需獲得、イノベーシ
ョンの支援、伴走支援の体制整備等に取り組む。 
また、ＧＸ、ＤＸ、人手不足等の事業環境変化への対応を後押ししつつ、切

れ目のない継続的な中小企業等の事業再構築・生産性向上の支援、円滑な事業
承継の支援や、新規に輸出に挑戦する１万者の支援を行う。あわせて、地域の
社会課題解決の担い手となり、インパクト投資等を呼び込む中小企業（いわゆ
るゼブラ企業など）の創出と投資促進、地域での企業立地を促す工業用水等の
産業インフラ整備や、地域経済を牽引する中堅企業の人的投資等を通じた成長
の促進に取り組む。 
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今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

≪大目標≫ 
食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振

興、農業の多面的機能の発揮、森林の保続培養と森林生産力の
増進、水産資源の適切な保存・管理等を通じ、国民生活の安定
向上と国民経済の健全な発展を図る。 
≪中目標≫ 
１ 食料の安定供給の確保 
≪政策分野≫ 
① 新たな価値の創出による需要の開拓 
 

政 策 の 

達成目標 

 
本税制措置は、後継者難に苦しむ中小企業・小規模事業者に

ついて第三者への円滑な事業承継を促進し、優良な経営資源を
有する中小企業の事業の継続を図り、もって地域経済の活力維
持を実現する。 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
 
令和 6年 4月 1日～令和 8年 3月 31日（2年間） 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
 
上記「政策の達成目標」に同じ 
 
 

政策目標の

達 成 状 況 

休廃業・解散件数の推移を見ると、経営者の高齢化や後継者
不足を背景に休廃業・解散件数は年々増加傾向にあり、約 5 万
件となっている。経営者の後継者の不在を原因とした廃業を減
少させ、優良な経営資源を有する中小企業・小規模事業者の事
業継続を支援し、地域経済の活性化や雇用の維持を図るために
も、本税制措置により第三者への事業承継を促進することが必
要不可欠。 
 

 
（資料：東京商工リサーチ「2022 年『休廃業・解散企業』動向
調査」） 
 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

【適用数】 
令和 6年度   2件 
令和 7年度  2件 
（いずれも令和 3年度、令和 4年度認定実績を基に中小企業庁推
計） 
 
【減収額】 
令和 6年度  17百万円 
令和 7年度  17百万円 
（いずれも令和 3年度、令和 4年度認定実績を基に中小企業庁推
計） 
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要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

中小企業・小規模事業者の第三者への事業承継に向けた取組
を行う者に対して、その課税負担を軽減するものであり、本税
制措置は有効である。 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税

制上の措置 

中小企業の経営資源の集約化に資する税制（中小企業投資損
失準備金、中小企業経営強化税制） 
 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

・事業承継・事業引継ぎ推進事業（令和 4 年度第 2 次補正予算 
中小企業生産性革命推進事業 2,000億円の内数） 
 
・事業承継総合支援事業（令和 4年度第 2次補正予算 中小企業
活性化・事業承継総合支援事業 67億円の内数、令和 5年度当初
予算 157億円の内数） 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

事業承継円滑化のための総合的支援策として、上記の予算措
置等を講じている。このような総合的な支援を行うことによ
り、親族内承継・親族外承継、個人事業形態・会社形態、相続
税負担の有無等にかかわらず、事業承継全般の支援が可能とな
る本特例は移転する不動産の登録免許税の軽減措置であり、重
複した措置とはなっていない。 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継の実現という政策
目標を達成するには、全ての中小企業・小規模事業者が対象に
なりうる税制における措置を講ずることが適当。 
また、経営者の高齢化や後継者不足等を背景にして休廃業・

解散件数が増加しており、第三者への事業承継を行う必要性が
強まっている中で、事業承継時の不動産移転に伴う事業者の負
担を軽減することにより円滑な事業承継を可能とするための措
置であり、円滑な事業承継の促進という目的に照らし妥当な措
置である。 
 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

【適用件数】 
令和 3年度  3件 
令和 4年度  1件 
 
 
【減収額（認定実績より推計）】 
令和 3年度  30百万円 
令和 4年度  3百万円 
 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 
― 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

中小企業・小規模事業者の第三者への事業承継に向けた取組
を行う者に対して、その課税負担を軽減するものであり、本税
制措置は有効である。 
 

前回要望時 

の達成目標 

本税制措置は、後継者難に苦しむ中小企業・小規模事業者に
ついて第三者への円滑な事業承継を促進し、優良な経営資源を
有する中小企業の事業の継続を図り、もって地域経済の活力維
持を実現する。 
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前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

休廃業・解散件数の推移を見ると、経営者の高齢化や後継者
不足を背景に休廃業・解散件数は増加傾向にあること等から目
標達成に至っていない。 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

平成 30年度  創設 
令和 2年度  2年延長 
令和 4年度  2年延長 
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